
（帳簿等の保存） 第九条 保険医療機関等は、医療及び保険外併用療養費に係る  
（帳簿等の保存）  

第九粂 保顔医療機関等は、医療及嘩単に係る療養の取   
扱いに関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三   

年間保存しなければなもない。ただし、患者の診療録にあって   

は、その完結の日から五年間とする。  

療   

養の取扱いに関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日  から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療鋲に   
あっては、その完結の日から五年間とする。   

（通知）  

第十条 保険医療機関等は、患者が次の各号のいずれかに該当す   

る場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を当該患者の居   

住地を管轄する市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に   

通知しなければならない。   

－～二 （略）  

三 正当な理由 

周する指示に従わないとき。   

四 偽りその他不正の行為によって医療又は卿併用療奉賛  

の支給を受け、又は受けようとしたとき。  

第十条 保険医療機関等は、患者が次の各号のいずれかに該当す   

（通知）  

る場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を当該患者の居   

住地を管侍する市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に   

通知しなければならない。  －～二 （略）   
三 正当な理由なしに医療又埠鱒更療畢費に係る療養に関する  

指示に従わないとき。   

四 偽りその他不正の行為によって医療又は軽重療養費の支給  

を受け、又は受けようとしたとき。  

（報告）  

第十一条の三 保険医療機関等は、厚生労働大臣が定める医療及   

卿療養畢に係る療養の取扱いに関する事項につい   
て、都道府県知事に定期的に報告を行わなければならない。   

（特殊療汝等の禁止）  

第十八条 保険医は、特殊な療法ヌは新しい療法等については、  別に厚生労働大臣の定めるもののほか行ってはならない。  

（報告）  

第十一条の三 保険医療機関等は、厚生労働大臣が定める医療及   
び準窄嘩襲蟄に係る療養の取扱いに関する事項について、都道   
府県知事に定期的に報告を行わなければならない。   

（特殊療法等の禁止）  

第十八乗 保険医は、特殊な療法又は新しい療洛等については、   
別に厚生労働大臣の定めるもののほか行ってはならない。皇室  

の二第  において行う  
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ニ項に規定する高度先進医療である贋養については、この限り  

でない  

（使用医薬品及び歯科材料）  

第十九条 保険医は、別に厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬   

物を患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、薬事法  

（昭和三十五年法律第百四十五号）第二粂第十五項に規定する治   

験（以下「治験」という。）に係る診療において、当該治験の対   

象とされる薬物を使用する場合その他別に厚生労働大臣が定め   

る場合においては、この限りでない。  

2 歯科医師である保険医は、別に厚生労働大臣の定める歯科材   

料以外の歯科材料を歯冠修復及び欠損補綴において使用しては   

ならない。ただし、治験に係る診療において、当該治験の対象   

とされる機械器具等を使用する場合その他厚生労働大臣が定め   

る場合においては、この限りでない。  

且 埋匪匡輝こおいて行う療担規則第五条   

のこ第二項に規定する高度先進厚療である療養については、前   

二項の規定は適用しない。  

（使用医薬品及び歯科材料）  

第十九条 保険医は、別に厚生労働大臣の定める医薬品以外の廉   

物を患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、薬事法  

（昭和三十五年法律第百四十五号）第二粂第十五項に規定する治   

験（以下「治験」という。）に係る診療において、当該治験の対   

象とされる薬物を使用する場合その他別に厚生労働大臣が定め   

る場合においては、この限りでない。  

2 歯科医師である保険医は、別に厚生労働大臣の定める歯科材   

料以外の歯科材料を歯冠修復及び欠損補綴において使用しては   

ならない。ただし、治験に係る診療において、当該治験の対象  

とされる機械器具等を使用する場合その他厚生労働大臣が定め   

る場合においては、この限りでない。   

（削除）   

（診療の具体的方針）  

第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条か   

ら前条までの規定によるほか、次に掲げるとこ・ろによるものと   

する。   

－～八 （略）   

（削除）  

（診療の具体的方針）  

第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条か   

ら前条までの規定によるほか、次に掲げるところによるものと   

する。   

一～八 （略）   

皇一榔、別   

に厚生労働大臣の定めるところによるほ弘前各号に定める  

ところによる  
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性病の  治療  イ
言
l
ハ
三
一
ホ
〓
一
ト
 
 

繹核の治療  

高血圧症の治療  

嘩摩周準、声卿  

精神科の治療   

抗生物質製剤による治療   

副腎皮質率ルモ珊醐紳嘩  

ホルモンによる治療  

（歯科診療の具体的方針）  

第二十一条 歯科医師である廃険医の診療の具体的方針は、第十   
二条から第十九条までの規定によるほか、次に掲げるところに   

よるものとする。   

－～九 （略）   

（削除）  

（歯科診療の具体的方針）  

第二十一条 歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、第十   

二条から第十九条までの規定によるほか、次に掲げるところに   

よるものとする。   

－～九 （略）  

土次郎し別   

に厚生労働大臣の定めると坤握遡る  

ところによる。  

土．歯槽膿漏症の治療  

口 抗生物質製剤によろ蓮靡  

（適正な費用の請求の確保）  

第二十三粂の二 保険医は、その行った診療に関する情報の提供   

等について、保険医療機関等が行う医療及び保険外併用療養常   
に関する療養に要する費用の請求が適正なものとなるよう努め   

。   

（適正な手続の確保）  

（適正な費用の請求の確保） 第二十三粂の二 保険医は、その行った診療に関する情報の提供   
等について、保険医療機関等が行う医療及び特定療養費に関す   
る療養に要する費用の請求が適正なものとなるよう努めなけれ   

ばならない。   

（適正な手続の確保）  

18   



第二十五条の二 保険薬局は、その担当する医療及び準定療養費   

に係る療養に閲し、厚生労働大臣又は都道府県知事に対する必   

要な申請、届出その他の手続並びに医療及び嘩定療養費に係る   

療養に要する費用の請求に係る手続を適正に行わなければなら   

ない。  

第二十五条の二 保険薬局は、その担当する医療及び保険外併用  

盤量真に係る療養に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事に対  

する必要な申請、届出その他の手練並びに医療及び保険外併用   

重畳費に係る療養に要する費用の請求に係る手続を適正に行わ   

なければならない。   

（医療及確匪外併用療養費に係る療養の記録の記載）  

第二十六条の三 保険薬局は、患者に対して行った医療及び墜塵   

外併用療養費に係る療養に関し」その者の健康手帳の医療の記   

録に係るページに必要な事項を記載しなければならない。   

（一部負担金の受領等）  

第二十六条の四 （略）  

2 保険薬局は、評価療養旦鱒選定療養に関し、当該療養に要す   

る費用の範囲内において法第三十「条の三第二項に規定する鎧  

（医療及び埠定療養費に係る療養の記録の記載）  

第二十六条の三 保険薬局は、患者に対して行った医療及び壁塵   

産室盈に係る療養に閲し、その者の健康手帳の医療の記録に係   

るページに必要な事項を記載しなければならない。   

（一部負粗金の受領等）  

第二十六条の四 （略）  

2‘保険薬局は、法第三十一条の三第一項第ニー引こ規定する選定   

度量に関し、当該療養に要する費用の範囲内において旦金第二   
項に規定する特定療養費集塵盤を超える金額の支払を受けるこ   

とができる。  

険外併用療養  を超える金額の支払を受けることができ  

る。  

（調剤の一般的方針）  

第三十条 準星三七草卿牲特定承常保   

険医療機関において医療及び特定療養費に係る療養を担当する   

薬剤師（以下「保険薬剤師」という。）は、老人の心身の特性を   

踏まえて、保険医が交付した処方せんに基づき、患者の療養上   

妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければなら   

ない 。  

（調剤の一般的方針）  

第三十条 保険医療機関等において医療及び保険外併用療養費に   

係る療養を担当する薬剤師（以下「保険薬剤師」という。）は、   

老人の心身の特性を踏まえて、保険医が交付した処方せんに基   

づき、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び楷導   

を行わなければならない。  

（適正な費用の請求の確保）   （適正な費用の請求の確保）  

1g  



20   



別紙4   

診療報酬の算定方法（改正案）  

現  行  改  正  案  

第1章 基本診療科   

第2部 入院料等  

第1節 入院基本料  

区分  

AlOl療養病棟入院基本料（1日につき）  

1 （略）   

2 療養病棟入院基本料2  

イ 入院基本料A  

第1草 基本診療科   

第2部 入院料等  

第1節 入院基本料  

区分  

Al■01療養病棟入院基本料（1日につき）  

1（略）   

2 療養柄棟入院基本料2  

イ 入院基本料A  1，740点  1，740点  

（健康保険抵第六十三条第二項第二号の療養（以下こ  

の表において「生活療養」  という。）を受ける場合  

にあっては、1，726点）  

ロ 入院基本料B  ロ 入院基本料B  l，344点  

（生活療養を受ける頃合叫  
ハ 入院基本料C  l，220点  

（生活療養を受ける場合哩1・，206点）  

ニ 入院基本料D  885点  

1，344点  

1，220点  ハ 入院基本料C  

8・85点  ニ 入院基本料D  

（生活療養を受  る場合にあっては、871点）   

7（〉4点  ホ 入院基本料E  764点  
」竺曙療養を受ける場合にあっては、710点）  

注1（略）   

2 注1に規定する痛棟以外の療養病棟については、当分の   

間、地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り、当該病   

ホ 入院基本料E  

注1 （略）   

2 往1に規定する病棟以外の療養病棟については、当分の   

間、地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り、当該病  
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棟に入院している患者（第3節の特定入院料を算定する患  

者を除く。）について、特別入院基本料とし七、563点  
棟に入院している患者（第3節の特定入院料を算定する患  

者を除く。）について、特別入院基本料として、563点  

を算定できる。  （生活療養を  ける場合にあっては、549点）を算定で   

きる。  

3～5 （略）  3～5 （略）   

AlO9 有床診療所療養病床入院基本料（1日につき）  

1 （略）   

2 有床診療所療養病床入院基本料2  

AlO9 有床診療所療養病床入院基本料（1日につき）  

1 （略）   

2 有床診療所療養病床入院基本料2  

イ 入院基本料A  

（生活療養を受  

975点  
ける場合にあっては、961点）  

975点  イ 入院基本料A  

ロ 入院基本料B  871点  
」萱草療華を堅閻て尽し  

ハ 入院基本料C  764点  
（生新療養を受ける貌全にあっては、750点）  

ニ 入院基本料D  602点  

871点  ロ 入院基本料B  

764点  ハ 入院基本料C  

602点  ニ 入院基本料D  

588点）   （生活療養を受ける場合にあっては  

ホ 入院基本料E  520点  
」生準療拳を受ける場合坤点）  

注1（略）   

2 注1に規定する有床診療所以外の療養病床を有する有床   

診療所については、当分の間、地方社会保険事務局長に届   

け出た場合に限り、当該有床診療所に入院している患者に  

520点  ホ 入院基本料E  

注1 （略）   

2 注1に規定する有床診療所以外の療養病床を有する有床   

診療所については、当分の間、地方社会保険事務局長に届   
け出た場合に限り、当該有床診療所に入院している患者に   

っいて、特別入院基本料として、450点を算定できる。  450点（生活療養を  ついて、特別入院基本料として、  

姐を算定できる。  

3～5 （略）   3～5 （略）  
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第3節 特定入院料  

区分  

A398 回復期リハビリテーション病棟入院料（1日につき）  

1  仁 Q n．キ                                                           ⊥l U Ulし／バで  

第3■節 ■特定入院料  

区分  

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料（1日につき）  

1，680点  

⊥生堕壁畳た畳吐長壁合にあっ、ては、】，666点）   

注1～2 （略）  注1～2 （略）  

A316 診療所老人医療管理料（1日につき）  

114日以内の期間  

A316 診療所老人医療管理料（1日につき）  

114日以内の期間  1，080点  

蝉歩合担あっては、1，066点）   
2 15日以上の期間  645点  

〈生活療養を受ける場合にあっては、631点）   

注1～2 （略）  

3 診療所老人医療管理料を算定した直近の日から30日を  

経過しない日に再び診療所老人医療管理を行った場合にあ  

っては、645点（生活療養を受ける場合にあっては、6  

31点）を算定する。   

1，080点  

645点  2 15日以上の期間  

注1～2 （略）   

3 診療所老人医療管理料を算定した直近の日から30日を  

経過しない日に再び診療所老人医療管理を行った場合にあ  

っては、645点を算定する。   

第4節 短期滞在手術基本料・  

区分  

A40b■ 短期滞在手術基本料  

1（略）   

2 短期滞在手術基本料豆  

第4飾 短期滞在手術基本料  

区分  

A400 短期滞在手術基本料  

1 （略）   

2 短期滞在手術基本料2  4，800点  4，800点  」豊野垂）  
注1～3 （略）  注1～3 （略）  

23   



別紙5   

入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準（改正案）  

改  正  案  現  行  

入院時食事療養費に係る食事療養卿即時彗準療養畢笹係争生  

蓮壁菱の費用の額の算定に関する基準  

入院時食事療養費に係る食事療養選嘩重量  

生活療養の費用の額は、別表により算定した額とする。   

別表  

食事療養及び彗帝摩養の費用額算定表  

盈＝ 食草直垂  

1～2 （略）  

入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準   

入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額は、別表により算  

定した額とする。   

別表  

食事療養の費用額算定表  

1～2 （略）  

楚三 豊造重畳  

⊥ 入卿  

（1）健康保険睦勢杢十三条第二項第二号イに掲げる療養（一  

垂につきト  

554円  

（2）健康保倹抵第六十三条第二項塵二号榔（一  
目につき）  

豊⊥ 別に厚生労働大正が定める基準に適合している のとし   

工出け柑て当該基嘩に上る生活娠養   

を行う保険医療機関に入院してい掛いて、当塵生活   
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別紙6   

厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養（案）  

改  正  案．  現  行  

星＝ 評価摩養   

二 型巨星生芝塾生星型星型旦塵塑堕く生塗医壁三上 

厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所に  

おいて行  われるものに限る  

三 準事法（昭和三十五年法律第百四十五号1第二粂第十五頓に   

規定する治堕（人体匡直接墜用さ払る薬物娃係るものに限  

）に係る診療  る。   

三寒垂塾夢二垂筆十王型；鼻毎宣る鱒塾（樗塊詮具亀』昼旦   

もめに限る。）に係る診埠  

旦 薬事法第十四条第一一項ヌは笹卜九条の二新一項の規定によ   

旦承紗承終に俸阜匡   

琴皐（人体に直撃壁尽さ哩厚生労働木臣   
塑造旦旦」・のを除く）の投与（別に厚生 働大臣が定める施   

蜘摩   

承翠を曇坤限   

旦J  

亘 薬事洛第十四条卦・・項ヌは第十九条の二筋一項の規掛こよ   

旦承認を受けた者が奴造し、又は輸入した当該承認に係る底   

妹機器別に原生労働大臣が定めるものを除くり）の使用又は   

紳頑健草   

しくは診療所又は粟J引こおりて保険適用を希望した日から起   

算し王∴百匹トト臼以州こ行われるものに操る   
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三 脚年厚生労働省琶垂箪   

九十五号〉に収載きれている医薬品（別に厚生労働大臣が定め  

投 与であって、薬事法第十四条第一項又  の   るものに限る。）  

は第十九条卿  

効肯坤  

（別に厚生労働大臣が定める条件及び期間の範囲内で行われ  

るものに限る  

墓三 選軍産孝   

二 壁恥卿提供   
二 予約に基づく診察   

三 埋麟過重   

す争嘩曝及び診療所を含む。）が表申する診凍時間以外の時  

間における診察  

型 捕床数が二百以⊥の病院について受けた初診（他（り病院三   

は診療所からの文晋による紹介がある場f㌻及び緊急その他や   

むを得ない事情がある場合笹受けたものを除く。）  

院  が二百以上の病  五 病床数  

他の病院（病沫故が二百未満のものに限る ニー又は診療所に対  

して文書による紹介を行う旨の申出を行っていない場合及び  

い 事情がある場合に  受けたものを除   の他やむを得な  

ム⊥  

玉 琴療報酬の算定方法（平成十八年厚生労働省告示第九十二   

号）に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生労  

大 臣が定めるもの  働   

生動蜘慌期間が  

・百ノり碑   

他の看護偶【lに厚生労働大臣が定め輝   
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及びそり凍寒に伴う壮言市その辿空室塾生匝くJ  

△ 幽支   

盤  

生 食属床による総蕗歯の鎗供  

土趣こ   

限る）でかって継続的な指導管理を要するものに対する指   

導管理  
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別紙7   

保険外併用療養費に係る療養の費用の額の算定方法（案）  

現  行  改  正  案  

健康保険法第八十六条第一項に規定する療養  （同法第六十三粂  

塾二塁蚤＝旦過日二重凰同埴監＝二旦仁埋立王立生芭  
療琴を畔三箪二項に規零する  

捏拳（陛現定す身重畢墜養象び同項第  
二号泣現星卿  

ついては、診療報酬の算定方抵（平成士八年厚生菱働省告示第九  

この場合において、別表第一の上（左）欄  十二号）の例による。   

頻る  

舞華を匿ったものとみをしてゝ遡細摩  

養を行った場合にあっては同表の下（右）・欄に掲げる点数を用い  

それぞれ算定するものとする。  

別表第一  

上（左）欄の診療のうち検査、  

画像診療、投薬及び注射に係  

る診療（投薬及び注射に係る診  

療にあっては、当該治験の対  
象とされる薬物の予定される  

効能又は効果と同様の効能又  

は効果を有する医薬品に係る  

診療に限る。）を行わないもの。  

ただし、薬事法第八十条の二  

薬事法（昭和三十五年法律第百  

四十五号）第二条第十五項に規  

定する治験（人体に直接使用さ  

れる薬物に係るものに限る。）  

に係る診療  
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第二項に規定する自ら治験を  

実施しようとする者による治  

験に係る診療にあっては、上  
（左）欄の診療のうち投薬及  

び注射に係る診療（当該治験の  

対象とされる薬物の予定され  

る効能又は効果と同様の効能  

又は効果を有する医薬品に係  

る診療に限る。）を行わないも  

の  

上（左）欄の診療のうち検査  

及び画像診断に係る診療（当該  

治験の対象とされる機械器具  

等を使用した処置若しくは手  

術又は歯冠修復及び欠損補綴  

が行われた日から起算して前  

八日目に当たる日から当該処  

置若しくは手術又は歯冠修復  

及び欠損補綴が行われた日か  

ら起算して八日を経過する日  

までの間（二以上甲処置若しく  

は手術又は歯冠修復及び欠損  

補綴が行われた場合にあって  

は、最初の処置若しくは手術  

又は歯冠修復及び欠扱補綴が  

行われた日から起算して前八  

日目に当たる日から最後の処  

薬事法第二粂第十五項に規定す  

る治験（機械器具辱に係るもの  

に限り、同法第八十条の二第二  

項に規定する自ら治験を実施し  

ようとする者によるものを除  

く。）に係る診療  
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置若しくは手術又は歯冠修復  

及び欠損補綴が行われた日か  

ら起算して八日を経過する日 

までの間とする。）に行われた  

ものに限る。）を行わないもの   

前歯部の鋳造歯冠修復に金合金  前歯部の鋳造歯冠修復に歯科   

又は白金加金を使用した療養  鋳造用金銀パラジウム合金を  

使用した療養   

総義歯の床部に金属を使用した  総義歯の床部に熱可塑性樹脂   

療養   を使用した療養   

別表第二  

入院期間が百八十日を超えた日  

以後の入院に係る療養  

上（左）欄の療養に係る所定  

点数から、当該所定点数を構  

成する点数であって別に厚生  

労働大臣が定めるものに百分  

の十五を乗じた点数を控除し  

た点薮  

ヰ   




